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 ⑲遺
族
の
数

一
　
人

遺
族
（
補
償
）
年
金
の
額

給
付
基
礎
日
額
の
一
五
三
日
分

※
た
だ
し
五
五
歳
以
上
の
妻
ま
た
は

　
障
害
等
級
五
級
以
上
の
妻
に
あ
っ
て
は

　
一
七
五
日
分

二
　
人

給
付
基
礎
日
額
の
二
〇
一
日
分

三
　
人

給
付
基
礎
日
額
の
二
二
三
日
分

四
人
以
上

給
付
基
礎
日
額
の
二
四
五
日
分

　
労
働
者
が
、
業
務
上
あ
る
い
は
通
勤
に
よ
り

死
亡
し
た
場
合
、
そ
の
方
に
よ
っ
て
生
計
を
維

持
さ
れ
て
い
た
遺
族
は
生
活
の
糧
を
失
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
遺
族
方
々
に
対
し
て
、
請

求
に
基
づ
い
て
遺
族
（
補
償
）
給
付
と
葬
祭
料

（
葬
祭
給
付
）
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
今
回
は
、

そ
れ
ら
死
亡
に
関
す
る
給
付
に
つ
い
て
、
ご
紹

介
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

遺
族
（
補
償
）

給
付
と

葬
祭
料
（

葬
祭
給
付
）

に
関

す
る
保
険
給
付

　
死
亡
に
関
す
る
給
付
は
、

（
１
）
遺
族
（
補
償
）
年
金

（
２
）
遺
族
（
補
償
）
年
金
前
払
一
時
金

（
３
）
遺
族
（
補
償
）
一
時
金
　

（
４
）
葬
祭
料
（
葬
祭
給
付
）
　

が
あ
り
ま
す
。

①
遺
族
（
補
償
）
年
金

●
遺
族
の
範
囲
と
順
位
　

　
労
働
者
が
死
亡
し
た
当
時
、
次
に
該
当
す
る
遺

族
が
い
る
場
合
に
遺
族
（
補
償
）
年
金
が
支
給
さ

れ
ま
す
。
ま
た
、
遺
族
（
補
償
）
年
金
を
受
け
取

る
こ
と
の
で
き
る
遺
族
に
は
次
の
よ
う
な
順
位
が

あ
り
ま
す
。

※
遺
族
（
補
償
）
年
金
に
は
転
給
と
い
う
制
度
が

あ
り
、
先
順
位
者
が
失
権
し
同
順
位
者
が
い
な
い

場
合
に
は
、
次
順
位
者
が
受
給
権
者
と
な
り
ま
す
。

●
遺
族
（
補
償
）
年
金
の
額

②
遺
族
（
補
償
）
年
金
前
払
一

時
金

　
遺
族
（
補
償
）
前
払
一
時
金
は
、
遺
族
（
補
償
）

年
金
の
受
給
権
者
の
請
求
に
よ
っ
て
、
一
定
の
年

金
額
（
給
付
基
礎
日
額
の
二
〇
〇
・
四
〇
〇
・
六

〇
〇
・
八
〇
〇
・
一
、
〇
〇
〇
日
分
）
を
一
括
し
、

一
時
金
と
し
て
前
払
い
す
る
も
の
で
す
。

③
遺
族
（
補
償
）
一
時
金

　
遺
族
（
補
償
）
一
時
金
が
支
払
わ
れ
る
場
合
に

は
、
次
の
二
つ
の
ケ
ー
ス
が
あ
り
、
一
時
金
の
額

は
最
高
で
給
付
基
礎
日
額
の
一
、
〇
〇
〇
日
分
と

な
り
ま
す
（
す
で
に
遺
族
（
補
償
）
年
金
、
遺
族

（
補
償
）
年
金
前
払
一
時
金
が
支
給
さ
れ
て
い
る

場
合
、
給
付
基
礎
日
額
の
一
、
〇
〇
〇
日
分
か
ら

す
で
に
受
け
取
っ
た
額
を
控
除
し
た
額
と
な
り
ま

す
）
。

（
１
） 

労
働
者
の
死
亡
当
時
、
遺
族
（
補
償
）
年

金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
が
い

な
い
と
き

（
２
） 

遺
族
（
補
償
）
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有

す
る
者
の
権
利
が
消
滅
し
た
場
合
に
お
い

て
、
他
に
遺
族
（
補
償
）
年
金
を
受
け
る

こ
と
の
で
き
る
遺
族
が
な
く
、
か
つ
、
当

該
労
働
者
の
死
亡
に
関
し
て
支
給
さ
れ
た

遺
族
（
補
償
）
年
金
の
額
及
び
遺
族
（
補

償
）
年
金
前
払
一
時
金
の
額
の
合
計
額

が
、
給
付
基
礎
日
額
の
一
、
〇
〇
〇
日
分

に
満
た
な
い
と
き

●
遺
族
の
範
囲
と
順
位

（
１
）
配
偶
者

（
２
）
労
働
者
の
死
亡
当
時
そ
の
収
入
に
よ
っ
て

生
計
を
維
持
し
て
い
た
子
、
父
母
、
孫
、

祖
父
母

（
３
） 
前
号
に
該
当
し
な
い
子
、
父
母
、
孫
、
祖

父
母
、
兄
弟
姉
妹

④
葬
祭
料
（
ま
た
は
葬
祭
給
付
）

　
労
働
者
が
業
務
上
（
ま
た
は
通
勤
に
よ
っ
て
）

死
亡
し
た
場
合
に
、
葬
祭
を
行
う
者
に
対
し
、
そ

の
請
求
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
ま
す
。
こ
の
給
付

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
必
ず
し
も
遺
族
で

あ
る
と
は
限
ら
ず
、
葬
祭
を
行
う
者
が
対
象
と
な

り
ま
す
。

●
葬
祭
料
（
葬
祭
給
付
）
の
額

　
次
の
一
ま
た
は
二
の
額
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
高

い
方
の
額
と
な
り
ま
す
。

（
１
） 

三
一
五
、
〇
〇
〇
円
　
＋
（
給
付
基
礎
日

額
　
×
　
三
〇
日
分
）

（
２
） 

給
付
基
礎
日
額
　
×
　
六
〇
日
分

順
位	

遺
族	

労
働
者
の
死
亡
当
時
の
要
件

１２３４５６

妻	

順
位

遺
族

夫子父
母

孫祖
父
母

兄
弟
姉
妹

７

夫	

８

父
母	

	

９

祖
父
母

１０

兄
弟
姉
妹	

※
右
の
要
件
A
と
同

労
働
者
の
死
亡
当
時
の
要
件

※
右
の
要
件
B
と
同

※
右
の
要
件
A
と
同

※
右
の
要
件
B
と
同

労働者の収入によって生計維持

一
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
か
、
ま

た
は
障
害
等
級
五
級
以
上
の
障
害

の
状
態
に
あ
る
（
要
件
B
）

六
〇
歳
以
上
、
ま
た
は
障
害
等

級
五
級
以
上
の
障
害
の
状
態
に

あ
る
（
要
件
A
）

五
五
歳
以
上
六
〇
歳
未
満
の
者

で
障
害
等
級
五
級
以
上
の
障
害

に
な
い
（
六
〇
歳
に
達
す
る
月

ま
で
支
給
停
止
）

	

■来年１月１０日（金）
「米政策説明会」を開催します　
　＜内容＞食糧庁の米政策立案者と意見交換　
　場　　　所：東京・有楽町「蚕糸会館」
　時　　　間：午後２時～５時３０分
　参加希望者：最寄りの都道府県法人協会へ
　　　　　　　又は本協会へ

■税制改正大綱について
　発泡酒、たばこの増税が目に付きますが、法
人の方にも気になる点があります。

①消費税の免税点制度について

　　平成16年4月から現行の3千万円から1千
万円へ引き下げとなります。免税点制度
を活用の法人さんは対応について考え方
を整理する必要があります。特に、事務
負担等が増えることになります。

②法人事業税の外形標準課税導入について
　　平成１６年４月以後適用。対象法人は資
本金１億円超の法人となっています。法
人協会の会員さんでは４法人が対象とな
っています。該当の法人さんへは確認を
させて頂きました。

③消費税の価格表示のあり方について
　　消費者に対し消費税を含めた価格の総額
表示になります。

 　「総額表示」の１６年４月実施にあたり、
現状（実態）と新たに生じる問題点につ
いて、会員さんのご意見を伺いたいと思
います。別途アンケート形式で伺います
のでその際はよろしくお願いします。

■新規の取引先にご注意ください！
　毎年この時期、新規の取引先の問い合せがあ
ります。いつものことですが、同じ会社の内容
で内容もかんばしく無いのも共通しています。
この時期の新規、しかもFAX・TEL等での取扱
いについてはご注意をお願いします。　


